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ポ
ス
タ
ー
等
に
係
る
公
職
選
挙
法
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書

ポ
ス
タ
ー
等
に
係
る
公
職
選
挙
法
の
解
釈
に
つ
い
て
問
う
。

一

「
公
職
の
候
補
者
等
」
（
公
職
の
候
補
者
、
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
及
び
公
職
に
あ
る
者
を
い
う
。
）
の
個

人
の
政
治
活
動
用
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て

�

公
職
の
候
補
者
等
の
個
人
の
政
治
活
動
用
ポ
ス
タ
ー
は
、
公
職
選
挙
法
上
、
ど
の
よ
う
な
要
件
の
下
に
許
さ
れ
て
い
る

の
か
。
政
党
所
属
の
公
職
の
候
補
者
等
に
限
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
公
職
の
候
補
者
等
が
所
属
す
る
政
党
、
政
治
団
体
あ
る

い
は
個
人
後
援
会
の
名
称
を
表
示
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
掲
示
責
任
者
、
印
刷
者
等
の
表
示
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
か

等
を
含
め
回
答
さ
れ
た
い
。

�

�
の
要
件
を
前
提
に
、
公
職
の
候
補
者
等
の
個
人
演
説
会
の
日
程
や
場
所
等
を
告
知
す
る
ポ
ス
タ
ー
で
あ
っ
て
、
次
に

掲
げ
る
も
の
は
公
職
選
挙
法
違
反
か
否
か
。

�

そ
の
演
説
会
の
弁
士
と
し
て
、
そ
の
公
職
の
候
補
者
等
一
人
だ
け
の
顔
写
真
や
名
前
を
大
書
し
て
い
る
ポ
ス
タ
ー
。

�

そ
の
演
説
会
の
弁
士
と
し
て
、
そ
の
公
職
の
候
補
者
等
を
含
め
二
人
（
ま
た
は
三
人
）
の
顔
写
真
や
名
前
を
大
書
し

て
い
る
ポ
ス
タ
ー
。

一



�

そ
の
演
説
会
の
開
催
日
時
が
経
過
し
て
い
る
の
に
、
引
き
続
き
掲
示
さ
れ
て
い
る
ポ
ス
タ
ー
。

�

そ
の
演
説
会
が
実
際
に
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
。

二

い
わ
ゆ
る
「
政
党
ポ
ス
タ
ー
」
に
つ
い
て

�

い
わ
ゆ
る
「
政
党
ポ
ス
タ
ー
」
と
は
何
か
。
公
職
選
挙
法
に
よ
れ
ば
「
政
党
そ
の
他
の
政
治
活
動
を
行
う
団
体
」
が
作

成
す
る
ポ
ス
タ
ー
と
解
さ
れ
る
が
間
違
い
な
い
か
。

�

ま
た
、
こ
の
場
合
に
い
う
「
政
治
活
動
を
行
う
団
体
」
と
は
何
か
。
公
職
の
候
補
者
等
個
人
の
政
治
団
体
、
後
援
会
等

を
含
む
の
か
。

�

「
政
治
活
動
を
行
う
団
体
」
が
、
政
党
の
政
治
活
動
用
ポ
ス
タ
ー
と
同
じ
法
的
要
件
を
具
備
す
れ
ば
、
政
党
の
ポ
ス

タ
ー
と
同
じ
く
、
そ
の
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
で
き
る
と
考
え
て
よ
い
か
。
念
の
た
め
確
認
す
る
。

�

選
挙
時
報
（
平
成
十
三
年
十
二
月
）
の
「
解
説
選
挙
関
係
実
例
判
例
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
政
党
の
演
説
会
告
知
用
ポ

ス
タ
ー
の
一
般
的
な
外
形
的
判
断
に
つ
い
て
、

�

「
複
数
の
弁
士
を
同
様
に
取
り
扱
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
公
職
の
候
補
者
等
の
紹
介
に
係
る
記
載
部
分
の
面

積
が
、
各
々
に
つ
い
て
、
弁
士
等
個
人
の
紹
介
に
係
る
部
分
を
除
い
た
純
然
た
る
政
党
の
記
載
部
分
の
面
積
を
超
え
て

二



い
る
も
の
は
個
人
用
と
の
認
定
を
受
け
よ
う
」
と
あ
る
が
、
同
じ
見
解
か
。

�

同
じ
く
、
そ
の
「
純
然
た
る
政
党
部
分
と
は
、
党
首
の
記
載
部
分
は
含
ま
れ
な
い
し
、
余
白
部
分
な
ど
は
態
様
に
も

よ
る
が
、
ど
ち
ら
に
も
含
ま
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
見
解
か
。

�

同
じ
く
、
「
政
党
の
政
治
活
動
と
い
う
以
上
は
、
純
然
た
る
政
党
の
記
載
が
一
定
以
上
必
要
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い

で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
一
定
以
上
」
と
は
、
ど
の
程
度
を
指
す
の
か
、
具
体
的
な
基
準
を
示

さ
れ
た
い
。

�

以
上
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
政
党
ポ
ス
タ
ー
」
に
つ
い
て
、
そ
の
要
件
の
具
備
等
適
法
性
に
つ
き
、
総
務
省
あ
る

い
は
各
地
方
自
治
体
の
選
挙
管
理
委
員
会
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
審
査
し
許
可
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
実
際
に
違
反

を
摘
発
す
べ
き
警
察
当
局
と
は
、
ど
の
よ
う
な
連
携
を
と
っ
て
い
る
の
か
。

�

以
上
を
前
提
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
政
党
ポ
ス
タ
ー
が
法
的
に
許
さ
れ
る
要
件
を
同
じ
よ
う
に
具
備
し
て
い
れ
ば
、
次
の

よ
う
な
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

�

弁
士
・
甲
が
市
議
会
議
員
選
挙
候
補
者
で
、
弁
士
・
乙
が
無
所
属
の
現
職
衆
議
院
議
員
で
あ
り
、
乙
の
選
挙
区
内
に

甲
の
選
挙
区
が
全
て
包
含
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
乙
の
後
援
会
・
丙
が
主
催
す
る
演
説
会
の
告
知
ポ
ス
タ
ー
。

三



�

弁
士
・
甲
が
無
所
属
の
衆
議
院
議
員
選
挙
候
補
者
で
、
弁
士
・
乙
が
現
職
の
無
所
属
市
議
会
議
員
で
あ
り
、
甲
の
選

挙
区
内
に
乙
の
選
挙
区
が
全
て
包
含
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
乙
の
後
援
会
・
丙
が
主
催
す
る
演
説
会
の
告
知
ポ

ス
タ
ー
。

三

公
職
選
挙
法
の
運
用
、
取
締
り
の
公
平
性
、
政
治
的
中
立
性
に
つ
い
て

�

お
よ
そ
公
職
の
候
補
者
等
が
公
職
選
挙
法
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
公
職
選
挙
法
を
運
用
す
べ
き
総

務
省
及
び
各
地
方
自
治
体
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
違
反
事
例
は
あ
ま
ね
く
公
平
に
取
り
締
ま
る
こ
と
も
当
然
の
こ
と
で
あ

る
と
考
え
る
。
ま
た
、
そ
の
運
用
が
、
ゆ
め
ゆ
め
党
派
に
よ
り
、
現
職
候
補
者
か
新
人
候
補
者
か
に
よ
り
、
差
別
的
に
取

り
扱
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の
政
治
的
中
立
性
を
堅
持
す
べ
き
こ
と
も
当
然
と
考
え
る
。
公
職
選
挙
法
の
運
用
、

取
締
り
の
公
平
性
、
政
治
的
中
立
性
に
つ
い
て
、
総
務
省
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

�

公
職
選
挙
法
の
運
用
、
取
締
り
の
公
平
性
、
政
治
的
中
立
性
の
観
点
か
ら
、
問
題
事
例
が
見
受
け
ら
れ
る
場
合
は
、
総

務
省
が
各
地
方
自
治
体
選
挙
管
理
委
員
会
を
指
導
、
是
正
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
そ
れ
で
良
い
か
。

右
質
問
す
る
。

四


